
請求すべき按分割合（年金分割）【申立人用】 

表面      〈請求すべき按分割合（年金分割）調停を申し立てる方へ〉 

１ 申立てに必要な費用 

 □ 収入印紙…１２００円分 

 □ 郵便切手…８４円×５枚、５０円×５枚、１０円×５枚、２円×５枚、１円×５枚 

（合計７３５円分） 

２ 申立てにあたり裁判所に提出していただく書類 

注 意 事 項 

  ※裁判所に提出された書類は原則として返還することはできません。 

  ※個人番号（マイナンバー）が記載された書類は受け取ることができません。 

  ※裁判所に提出された書類は、原則として、相手方が裁判所の許可を得た上で、閲覧または

コピーをすることができます。申立書以外の提出書類に、相手方に知られると生命身体に危

険が生ずるなど生活をする上で支障がある情報が含まれている場合、自分でその部分をマス

キング（黒塗り）するなどして読めないようにしたものを提出してください。その情報が手

続上どうしても必要な場合は、その書類を提出する際に、毎回「非開示の希望に関する申出

書」を作成し、添付の上提出してください。 

  ※調停手続の進行に応じて、資料の追加を依頼することがあります。 
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□ 申立書 原本及びその写しを提出してください（写しは相手方の人数分が必要で

す。）。ほかに、申立人控えとして１通をお手元に保管してください。 

裁判所に提出された申立書写しは、相手方に送付します。 

□ 事情説明書 相手方の申請があれば、閲覧やコピーが許可されることがあります。そ

の前提で、書くことができる範囲で記入してください。 

□ 進行連絡メモ  裁判所限りの書類として扱われ、相手方に見せることはありません。 

□ 送達場所の届出書 裁判所から書類を送付する場所を記載してください。申立書記載の住所

と別の場所にすることも可能です。なお、相手方に知られることで生命身

体に危険が生ずるなど生活をする上で支障があるような場所は、できるだ

け避けてください。その場所しかない場合は、「非開示の希望に関する申出

書」欄を記入し、非開示の希望の申出をしてください。 

□ 年金分割のための

情報通知書 

最寄りの年金事務所、各共済組合または私学事業団の窓口にお問い合わ

せの上、情報通知書の原本を提出してください。 

※情報通知書は、離婚後（または事実上の婚姻関係解消後）に交付されたものを提出してくださ

い。 

※離婚した日の翌日から起算して２年を経過した場合には、申立をすることができません。 

※家庭裁判所で按分割合が定められた場合、実際に年金分割制度を利用するためには、一定の期

限内に、年金事務所、各共済組合または私学事業団の窓口において年金分割の請求手続を行う必

要があります。 



請求すべき按分割合（年金分割）【申立人用】 

マイナンバーにご注意ください！ 

①  確定申告書・源泉徴収票・住民票はありませんか？ 

あればマイナンバーが書かれていないか，もう一度確認してください。 

②  裁判所はマイナンバーを受け取れません。 

マイナンバー部分を黒くぬったものをコピーして提出してください。 

 

 

 
 

 

確定申告書の１枚目のここにマイナンバー！ 

  

確定申告書の２枚目のここにマイナンバー！ 

  

  

源泉徴収票のここに
マイナンバー！ 

住民票のここにマ
イナンバー！ 

  


